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○ 地方税統一QRコードの読取りテストについては、令和４年12月までに347地方団体（15都道府県、
332市区町村）・98金融機関において実施済み。

○ 読取りテストの結果、エラーが判明した帳票も存在。各地方団体・金融機関においては、主なエラー
事例に記載された内容も参考としつつ、確実に読取りテストを実施いただきたい。また、各地方団体と
も納税義務者等に納付書を発出後、当該エラー事由が生じないよう、発出前に改めて留意されたい。

※ 特に、CD（チェックデジット）・CRCの誤りが多いため、CD関係は日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメ

ントネットワーク標準帳票ガイドライン 別紙「標準帳票仕様書」」、CRC関係はキャッシュレス推進協議会が定める「コード決済に関す

る統一技術仕様ガイドライン【店舗提示型】MPM(Merchant Presented Mode)」を改めて確認のうえ、読取りテストを実施すること（CD・

CRCについては、実際にQRコードに格納した情報にもとづき正しく算出した値を設定し、読取りテストにおいて確認いただきたい。）。

▶QRコード内のCDを既存OCRラインに設定しているCDと同じ値にしてしまったため、読取りエラーが発生した。

▶QRコード下部が印刷範囲から欠落しており、読取りができなかった。

▶QRコードの印字位置が領収書日付印欄の枠線と重なってしまったため、読取りができなかった。

▶QRコードにかすれや汚れがあり、読取り不良となった。

▶QRコードサイズが推奨サイズ（セルサイズ0.32mm）を下回っており、読取りが安定しない。 など

主なエラー事例



読取りテストの手順について（考え方）

○ 読み取りテストは、準備が整った地方団体・金融機関間で個別に協議を行い実施するものであるが、制度の安
定的な開始の観点から、地方税統一QRコードがエラーなく読み取れることを確認するために最低限必要と考えら
れるテストの手順や確認の観点について、一例を示す。

【参考例①】

１．地方団体からテスト希望先の金融機関に読み取りテストの実施を依頼・相談。
２．金融機関は必要枚数、送付先等を提示、地方団体は納付書の種類を提示の上、時期等を調整し、地方団体
から金融機関へ必要枚数分の納付書を送付。なお、地方団体側において、読取テスト用の地方税統一QRコード
のデータについて、以下のようにすることが望ましいと考える。
・ データ項目については極力、実際のものと同様の値を設定する。ただし、難しい場合はダミー値を設定する。
・ CD（チェックディジット：83桁中）及びCRC（JPQR)もMPN・JPQRの仕様に則り実際に計算したものを設定する。

３．金融機関においては、受領した納付書に印字された地方税統一QRコードが読み取れるか確認する。

４．金融機関は、地方団体に受領した納付書に印字されたQRコードの読取り可否結果を報告する。

５．地方団体は金融機関から読み取り可否結果を受領・確認する。

○ 上記は、制度の安定的な開始の観点から最低限必要な確認と考えられるものの一例であることから、手順や確
認項目の追加を、各地方団体と金融機関の間で調整することは妨げない。以下、追加の確認項目として考えられ
る内容の一例を示す。

【参考例② （システム上金融機関が対応可能な場合） 】

１．～２． 同上

３．金融機関においては、受領した納付書に印字された地方税統一QRコードが読取可能か確認するとともに、抽
出されたデータ項目の情報（83桁情報）や、CD（チェックディジット：83桁中）およびCRC(JPQR)がMPN・JPQRの仕
様に則り正しく計算できているか確認する。

４．金融機関は、地方団体に抽出結果やCDの計算結果等を報告する。

５．地方団体は金融機関からから抽出結果の提供を受け、生成時のデータと突合し、その結果（成否）を金融機関
に伝達する。

※ 生成時のデータは納付書送付時等に合わせて提供しておき、金融機関から突合結果報告してもらう流れとす
ることも考えられる。 2
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